
 

３歳児～５歳児クラスの利用者負担額（給食費）等について 

令和元年 10 月からの幼児教育・保育の無償化により、３歳児～５歳児クラスの保育料が無償化

されました。 

これまでも、保育料の一部として保護者負担となっておりました給食の材料費（給食費）は、無

償化にあたってもこの考え方を維持することとされました。引き続き、給食費は保護者による負担

となり、３歳児～５歳児クラスの場合は、施設に直接お支払いいただくこととなります。その金額

や内訳は各保育施設において設定され、保護者に通知されます。 

なお、下記のいずれかに該当する方は、給食費のうちの副食費（おかず、おやつなど）が免除さ 

れます。 

① 年収 360万円未満相当世帯の子ども 

② 所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども 

【第 3子以降の子どもとは】（年収 360万円相当以上） 

就学前で、保育所、幼稚園、認定こども園及びその他の指定の施設等を利用している子ど

も（同一世帯のみ）を対象に、年長から第１子、第２子、第３子と算定します。 

 

【副食費の免除対象】 

※ 囲み文字の部分が副食費免除対象 

  
 

 

 

 

 

第１階層（生活保護世帯） 第１子 第２子 第３子以降 

第２階層（年収260万円未満相当）    

 うちひとり親世帯等 第１子 第２子 第３子以降 

その他 第１子 第２子 第３子以降 

第３階層（年収330万円未満相当）    

 うちひとり親世帯等 第１子 第２子 第３子以降 

その他 第１子 第２子 第３子以降 

第４階層（年収360万円未満相当）    

 うちひとり親世帯等 第１子 第２子 第３子以降 

その他 第１子 第２子 第３子以降 

第４階層（年収470万円未満相当） 第１子 第２子 第３子以降 

第５階層（年収640万円未満相当） 第１子 第２子 第３子以降 

第６階層（年収930万円未満相当） 第１子 第２子 第３子以降 

第７階層（年収1,130万円未満相当） 第１子 第２子 第３子以降 

第８階層（年収1,130万円相当以上） 第１子 第２子 第３子以降 


